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建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件の適用

について（通知） 

 

建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物

等の解体又は改修の作業の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査に必要

な知識も含む総合的な専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土

交通省及び環境省が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程（平成

30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第１号。以下「登録規程」とい

う。）を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石

綿含有建材調査者及び工作物石綿事前調査者の育成等を図ってきたところで

す。 

今般、登録規程第５条第２項及び第16条の４第２項に規定する建築物石綿含

有建材調査者講習実施機関及び工作物石綿事前調査者講習実施機関が講習事務

の業務を廃止した場合等に、当該講習の受講者の氏名等を記載した帳簿が散逸

しないよう、当該帳簿を厚生労働大臣に引き渡すことを定めるため、建築物石

綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件（令和６年厚生労働省・

国土交通省・環境省告示第１号）が令和６年４月５日に告示され、令和６年５

月１日から適用されます。（別紙参照） 



 

 

つきましては、本改正内容について、貴都道府県内の市町村へ周知いただく

とともに、今後もより一層の石綿対策に努めていただくようお願いします。 
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